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史
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一
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小
学
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令
期
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授
業
生
に
課
せ
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れ
た

地
理
科
、
歴
史
科
の
学
力
程
度―

　
　

Q
ualification system

 history research about "H
ozyokyouin" on 

provinces
‒Scholatic attainm

ent level of im
posed geography and history 

departm
ent on "Zyugyousei" during "D

ai-ichi-zi Syougatsukou-rei" 
period‒

遠　

藤　

健　

治

序
論

　

本
研
究
で
は
、
補
助
教
員
を
「
戦
前
の
小
学
校
に
お
い
て
授
業
担
当
有
資
格
教
員

に
付
属
し
、
そ
の
業
務
を
補
助
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
た
者
」
と
総
称
す
る
。
こ
う
し

た
補
助
教
員
は
、
既
に
学
制
期
か
ら
自
然
発
生
的
に
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
補
助

員
ま
た
は
助
手
、
授
業
生
、
准
教
員
等
と
名
称
を
変
え
な
が
ら
、
戦
前
に
お
い
て
授

業
担
当
有
資
格
教
員
不
足
の
解
消
が
図
ら
れ
ず
に
い
た
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
そ
の

需
要
が
途
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、
本
研
究
に
お
い
て
は
、
補
助
教
員
を
単
に
授
業
担
当
有
資
格
教
員
を

補
う
た
め
の
や
む
を
得
な
い
存
在
と
捉
え
は
し
な
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
初
め
て
戦
前

の
小
学
校
教
育
が
達
成
さ
れ
た
と
よ
り
積
極
的
に
評
価
す
る
。
第
二
次
教
育
令
期
に

至
り
、
補
助
教
員
は
文
部
省
に
よ
り
制
度
的
に
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
水
準

を
保
障
し
よ
う
と
す
る
資
格
制
度
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
過
程
に
お

い
て
は
、
自
然
発
生
的
に
存
在
し
た
補
助
教
員
の
う
ち
、
小
学
校
在
学
生
や
極
め
て

若
年
の
者
、
あ
る
い
は
学
力
、
品
行
不
良
な
者
が
排
除
さ
れ
た
。
一
方
で
、
優
良
な

補
助
教
員
は
教
員
社
会
の
う
ち
に
確
保
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
か
ら
多
く

の
授
業
担
当
有
資
格
教
員
が
輩
出
し
た
。
補
助
教
員
、
と
り
わ
け
制
度
的
な
存
在
と

し
て
の
補
助
教
員
の
出
現
は
、
不
十
分
な
が
ら
も
小
学
校
教
育
の
維
持
、
存
続
に
貢

献
し
て
き
た
。
し
て
み
れ
ば
、
彼
等
の
存
在
を
も
研
究
視
野
に
入
れ
、
初
め
て
い
か

な
る
資
格
の
「
教
員
」
に
よ
り
、
戦
前
の
小
学
校
教
育
が
担
わ
れ
た
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
管
見
な
が
ら
補
助
教
員
資
格 

制
度
を
全
国
的
視
野
に
立
ち
、
長
期
に
亘
り
考
察
す
る
研
究
に
は
接
し
た
こ
と
が
な

い
（
１
）。

　

そ
こ
で
、
本
研
究
に
お
い
て
は
、
先
行
研
究
の
空
白
部
分
を
埋
め
る
べ
く
、
地
方

法
制
史
料
に
よ
り
、
補
助
教
員
資
格
制
度
確
立
ま
で
の
経
緯
を
跡
付
け
、
戦
前
の
日

本
に
お
け
る
小
学
校
教
育
達
成
の
一
端
を
究
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
小
論
も

そ
の
一
環
で
あ
り
、
拙
稿
「
地
方
補
助
教
員
資
格
制
度
史
研
究―

第
一
次
小
学
校
令

期
、
授
業
生
に
課
せ
ら
れ
た
修
身
（
倫
理
）
科
の
学
力
程
度
（『
美
作
大
学
・
美
作

短
期
大
学
部
紀
要
』
第
五
〇
号
、二
〇
〇
五
年
）」
の
続
編
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
は
、
第
一
次
小
学
校
令
期
の
補
助
教
員
で
あ
る
授
業
生
、
と
り
わ

け
高
等
小
学
校
に
配
置
さ
れ
た
授
業
生
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
検
定
試
験
に
課
せ
ら

れ
た
地
理
科
、
歴
史
科
の
学
力
程
度
を
検
討
し
て
い
く
。
そ
れ
ま
で
、
地
理
科
に
お

い
て
は
近
代
科
学
と
そ
の
教
授
法
と
し
て
の
開
発
主
義
教
授
理
論
が
、
歴
史
科
に
お

い
て
は
「
日
本
臣
民
」
の
形
成
を
目
指
す
儒
教
主
義
が
強
調
さ
れ
て
き
た
（
２
）。
も
っ

と
も
、
両
科
は
、
兵
士
式
体
操
に
よ
る
身
体
訓
練
と
、
読
書
算
と
い
っ
た3R's

を

基
本
と
す
る
日
常
的
な
実
用
性
を
重
ん
じ
る
森
有
礼
の
登
場
に
よ
り
、
そ
の
性
格
を

大
き
く
変
化
さ
せ
た
（
３
）。
そ
こ
で
、
小
論
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
両
科
の
学
力

程
度
を
考
察
し
、
当
該
期
に
至
り
授
業
生
に
求
め
ら
れ
た
学
力
面
で
の
資
質
と
は
何

か
を
問
う
と
共
に
、
森
文
政
期
に
お
け
る
補
助
教
員
に
期
待
さ
れ
た
役
割
を
明
ら
か

に
し
た
い
。

本
論

　

第
一
次
小
学
校
令
期
に
お
け
る
小
学
校
教
員
資
格
制
度
は
、「
諸
学
校
通
則
（
勅
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令
第
十
六
号
、
明
治
十
九
年
四
月
十
日
）」
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
「
小
学
校
教
員
免

許
規
則
（
文
部
省
令
第
十
二
号
、
明
治
十
九
年
六
月
二
十
一
日
）」
に
よ
り
規
定
さ

れ
た
。「
諸
学
校
通
則
」
第
四
条
に
お
い
て
は
、
教
員
の
資
格
に
つ
い
て
「
凡
教
員

ハ
、
文
部
大
臣
、
若
ク
ハ
府
知
事
県
令
ノ
免
許
状
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
タ
ル
ヘ
シ
」
と
定

め
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
当
該
期
に
お
い
て
も
、「
第
三
次
教
育
令
（
太
政
官
布
告
第

二
十
三
号
、
明
治
十
八
年
八
月
十
二
日
）」
第
二
十
五
条
「
教
員
ハ
…
文
部
卿
、
若

ク
ハ
府
知
事
県
令
ノ
免
許
状
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
タ
ル
ヘ
シ
」
に
よ
り
示
さ
れ
た
教
員
資

格
の
免
許
資
格
主
義
が
継
承
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
小
学
校
教
員
を
含
む
総
て
の
教
員

は
、
免
許
状
の
取
得
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
小
学
校
教
員

免
許
状
に
係
る
詳
細
を
規
定
す
べ
く
「
小
学
校
教
員
免
許
規
則
」
が
設
け
ら
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、「
同
規
則
」
第
十
四
条
に
お
い
て
は
、
補
助
教
員
に
つ
い
て
「
小
学

簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
ハ
、
府
知
事
県
令
之
ヲ
定
ム
ヘ
シ
」
と
規

定
さ
れ
た
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
制
度
的
な
存
在
と
し
て
の
補
助
教
員
は
、
第
二
次

教
育
令
期
に
お
い
て
出
現
し
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
も
、
そ
の
存
在
は
認
め
ら
れ
、
名

称
も
授
業
生
と
統
一
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
授
業
生
も
免
許
資
格
主
義
の
例
外
と
は
な

ら
ず
、
免
許
状
の
取
得
が
求
め
ら
れ
た
。
し
て
み
れ
ば
、
先
の
「
小
学
校
教
員
免
許

規
則
」
第
十
四
条
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
府
県
に
は
授
業
生
免
許
規
則
の
制
定
が
指

示
さ
れ
、免
許
状
の
創
設
と
検
定
試
験
の
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

府
県
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
授
業
生
免
許
規
則
に
お
い
て
は
、
免
許
状
取
得
の
諸
条

件
並
び
に
免
許
状
に
係
る
詳
細
、
す
な
わ
ち
免
許
状
の
書
式
、
授
与
権
者
と
有
効
区

域
、
有
効
年
限
等
が
中
心
に
規
定
さ
れ
た
。
な
か
で
も
免
許
状
取
得
の
諸
条
件
と
し

て
は
、
ほ
ぼ
年
齢
、
品
行
、
学
力
の
三
条
件
が
全
国
的
に
共
通
し
た
。
小
論
で
取
り

上
げ
る
地
理
科
、
歴
史
科
の
学
力
程
度
は
、
そ
の
学
力
条
件
の
一
部
と
し
て
設
け
ら

れ
た
。

　

そ
こ
で
、
別
添
の
表
で
は
、
地
理
科
、
歴
史
科
の
学
力
程
度
を
定
め
た
二
十
七
事

例
と
、
読
書
科
の
う
ち
地
理
科
、
歴
史
科
に
係
る
参
考
図
書
を
指
定
し
た
四
事
例
の

合
計
三
十
一
事
例
を
一
覧
と
し
た
。
そ
の
う
ち
に
は
、「
岩
手
県
小
学
校
授
業
生
免

許
規
則
（
県
令
第
十
六
号
、
明
治
十
九
年
十
一
月
九
日
）」、
あ
る
い
は
「
石
川
県
小

学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
第
五
十
七
号
、
明
治
十
九
年
十
一
月
十
一
日
）」
の

よ
う
に
授
業
生
と
し
て
は
極
め
て
高
度
、
ま
た
は
低
度
な
学
力
程
度
を
要
求
す
る
場

合
も
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
そ
の
規
定
方
法
に
お
い
て
「
青
森
県
小
学
簡
易
科
教

員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
第
六
十
二
号
、
明
治
十
九
年
七
月
十
二
日
）」

の
よ
う
に
、
学
力
試
験
の
科
目
及
び
程
度
を
、
小
学
校
長
若
し
く
は
首
座
教
員
に
一

任
す
る
等
の
例
外
も
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
事
例
は
制
定
年
よ
り
、
当
該
期

に
お
け
る
初
期
段
階
の
混
乱
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
総
じ
て
地
理
科
、
歴
史
科
の

学
力
程
度
は
、
高
等
小
学
校
卒
業
程
度
に
準
拠
す
る
と
定
め
る
、
具
体
的
な
検
定
内

容
を
示
す
、
事
前
に
参
考
図
書
を
指
定
す
る
と
い
っ
た
形
態
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
分
類
に
よ
り
、
以
下
、
授
業
生
に
求
め
ら
れ
た
地
理
科
、
歴
史
科

の
学
力
程
度
を
探
っ
て
い
く
。

一　
府
県
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
地
理
科
の
学
力
程
度

一・一　
高
等
小
学
校
卒
業
程
度
に
準
拠
す
る
と
定
め
る
事
例

　

府
県
に
よ
っ
て
は
、
他
の
科
目
と
も
併
せ
、
地
理
科
の
学
力
程
度
を
高
等
小
学
校

卒
業
程
度
と
規
定
し
た
。
こ
う
し
た
事
例
は
十
に
上
っ
た
。

　

そ
の
う
ち
、
滋
賀
県
は
「
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
第
三
十
五
号
、
明
治

二
十
年
一
月
二
十
日
）」
第
二
条
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。

　
　

第
二
条　

学
力
検
定
ハ
左
ノ
学
科
、
程
度
ニ
依
ル
、

　
　
　

一
高
等
小
学
校
授
業
生　
　
　
　
　
　
　

高
等
小
学
科
学
科
程
度
及
其
用
書

　

こ
れ
に
よ
り
、
学
力
試
験
に
際
し
て
は
、
地
理
科
を
含
め
た
総
て
の
科
目
の
学
力

程
度
が
一
括
し
て
高
等
小
学
校
卒
業
程
度
と
定
め
ら
れ
た
。
一
方
、
長
野
県
は
「
小

学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
甲
第
三
十
三
号
、
明
治
十
九
年
十
一
月
二
十
日
）」

第
一
条
に
お
い
て
、「
小
学
校
授
業
生
タ
ル
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
、
…
小
学
高
等
科
卒

業
以
上
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
規
定
し
た
。
こ
こ
で
は
、
特
に
学
力
試
験

に
限
定
さ
れ
ず
、
認
定
試
験
に
よ
る
免
許
状
取
得
の
途
も
開
か
れ
た
。
そ
し
て
、
授

業
生
志
願
者
に
は
、
地
理
科
を
含
め
た
高
等
小
学
校
卒
業
程
度
の
学
力
が
要
求
さ
れ

た
。
も
っ
と
も
、
学
力
試
験
か
認
定
試
験
か
の
如
何
を
問
わ
ず
、
こ
う
し
た
学
力
程

度
を
も
っ
て
授
業
生
と
し
て
相
応
し
い
と
す
る
事
例
は
最
多
を
占
め
た
。

　

そ
こ
で
、
高
等
小
学
校
卒
業
程
度
の
地
理
科
の
学
力
程
度
を
探
る
た
め
、
当
該
期
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に
お
け
る
小
学
校
の
学
科
目
と
程
度
を
定
め
た
「
小
学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
（
文
部

省
令
第
八
号
、明
治
十
九
年
五
月
二
十
五
日
）」
第
十
条
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、「
地

理
ハ
、
学
校
近
傍
ノ
地
形
、
其
郷
土
、
郡
区
、
府
県
、
本
邦
地
理
、
地
球
ノ
形
状
、

昼
夜
、
四
季
ノ
原
由
、
大
洋
、
大
洲
ノ
名
目
等
、
及
外
国
地
理
ノ
概
略
」
と
規
定
さ

れ
た
。
こ
れ
よ
り
、
地
理
科
は
「
地
球
ノ
形
状
、
昼
夜
、
四
季
ノ
原
由
、
大
洋
、
大

洲
ノ
名
目
等
」
を
含
み
つ
つ
、
学
校
近
傍
を
始
め
郷
土
・
郡
区
・
府
県
等
の
「
地
方

地
理
」、
そ
し
て
「
日
本
地
理
」「
外
国
地
理
」
を
内
容
と
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ

れ
を
後
述
す
る
第
二
次
教
育
令
期
に
お
け
る
小
学
校
教
則
の
国
家
的
基
準
で
あ
る

「
小
学
校
教
則
綱
領
（
文
部
省
達
第
十
二
号
、
明
治
十
四
年
五
月
四
日
）」
と
比
較
す

る
な
ら
ば
、
同
科
の
授
業
時
間
数
が
当
該
期
に
至
り
、
歴
史
科
と
併
せ
週
四
時
間
に

短
縮
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
簡
易
で
基
礎
的
な
内
容
に
止
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
、
学
校
教
育
に
お
け
る
身
体
訓
練
と
実
用
性
を
重
視
し
、
一
方
で
従
前
に
お
い

て
隆
盛
を
誇
っ
た
開
発
主
義
教
授
理
論
を
、
も
は
や
時
代
遅
れ
と
捉
え
る
森
有
礼
の

地
理
科
教
育
観
が
反
映
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
（
４
）。
高
等
小
学
校
卒
業
程
度
に
準

拠
す
る
と
定
め
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
森
の
地
理
科
教
育
観
に
よ
る
「
小
学
校
ノ
学

科
及
其
程
度
」
に
基
づ
き
、
そ
の
学
力
程
度
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
後
述
す
る
事
例
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
学
力
程
度
に
す
ら
及
ば
な
い

例
も
多
く
存
在
し
た
。
し
て
み
れ
ば
、
高
等
小
学
校
卒
業
程
度
に
準
拠
す
る
と
定
め

る
事
例
も
、
現
実
に
ど
れ
程
「
小
学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
」
に
よ
る
出
題
が
な
さ
れ

た
の
か
は
疑
問
な
し
と
し
な
い
。

一・二　
具
体
的
な
検
定
内
容
を
示
す
事
例

　

地
理
科
の
学
力
程
度
と
し
て
、
具
体
的
な
検
定
内
容
を
示
す
場
合
も
あ
っ
た
。
そ

う
し
た
事
例
は
九
に
上
っ
た
。

　

そ
の
う
ち
に
は
、「
小
学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
」
に
近
い
学
力
程
度
を
求
め
た
例

も
見
ら
れ
る
。
一
例
と
し
て
、
千
葉
県
は
「
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免

許
規
則
（
県
令
第
二
十
二
号
、
明
治
十
九
年
九
月
二
十
二
日
）」
第
五
条
に
お
い
て

「
本
邦
地
理
、
及
外
国
地
理
ノ
大
略
」、
山
梨
県
も
「
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県

令
第
十
三
号
、明
治
二
十
年
一
月
十
七
日
）」
第
三
条
に
お
い
て
「
内
外
地
理
ノ
大
要
」

と
規
定
し
た
。
こ
れ
ら
事
例
に
お
い
て
は
、
検
定
内
容
が
「
外
国
地
理
」
に
止
め
ら

れ
た
こ
と
か
ら
、「
地
方
地
理
」「
日
本
地
理
」「
外
国
地
理
」
等
を
内
容
と
す
る
「
小

学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
」
に
準
じ
、
地
理
科
の
学
力
程
度
が
設
定
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

一
方
、
府
県
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
に
「
地
文
学
」
を
加
え
た
。
秋
田
県
は
「
小
学

簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
第
二
号
、
明
治
二
十
二
年
一
月
七

日
）」
第
六
条
に
お
い
て
、「
地
理
ハ
、本
県
地
理
、本
邦
地
理
、及
外
国
地
理
ノ
概
略
、

地
文
ノ
大
要
」
と
規
定
し
た
。
こ
こ
で
は
、「
地
方
地
理
」「
日
本
地
理
」「
外
国
地
理
」

「
地
文
学
」
と
い
っ
た
検
定
内
容
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、「
地
文
学
」
は
、
従

前
の
地
理
科
に
お
け
る
一
内
容
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
小
学

校
教
則
綱
領
」
第
十
四
条
に
お
い
て
、
地
理
科
の
学
力
程
度
は
次
の
よ
う
に
定
め
ら

れ
た
。

　
　

第
十
四
条　

地
理　

地
理
ハ
、
中
等
科
ニ
至
テ
之
ヲ
課
シ
、
先
学
校
近
傍
ノ
地

形
、
即
生
徒
ノ
親
ク
目
撃
シ
得
ル
所
ノ
山
、
谷
、
河
、
海
等
ヨ
リ
説
キ
起
シ
、

漸
ク
地
球
ノ
有
様
ヲ
想
像
セ
シ
メ
、
次
ニ
日
本
及
世
界
地
理
ノ
総
論
、
五
畿

八
道
ノ
地
理
、
外
国
地
理
ノ
大
要
ヲ
授
ケ
、
高
等
科
ニ
至
テ
ハ
地
文
ノ
大
要
、

即
地
球
、
地
皮
、
大
気
、
水
陸
、
生
物
、
物
産
等
ノ
事
ヲ
授
ク
へ
シ
、
凡
地

理
ヲ
授
ク
ル
ニ
ハ
地
球
儀
、
及
地
図
等
ヲ
備
ヘ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
、
殊
ニ
地
文

ヲ
授
ク
ル
ニ
ハ
務
テ
実
地
ニ
就
キ
、
児
童
ノ
観
察
力
ヲ
養
成
ス
へ
シ
、

　

こ
れ
よ
り
、「
同
綱
領
」
に
お
け
る
地
理
科
の
学
力
程
度
は
、「
地
理
ヲ
授
ク
ル
ニ

ハ
地
球
儀
、
及
地
図
等
ヲ
備
ヘ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
、
当
時
隆
盛
で
あ
っ
た
開
発
主

義
教
授
理
論
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、「
地
方
地
理
」「
日
本
地
理
」「
外
国
地
理
」、
そ

し
て
「
地
球
」
等
を
教
材
と
す
る
「
地
文
学
」
を
内
容
と
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

秋
田
県
は
、
こ
れ
に
準
じ
地
理
科
の
学
力
程
度
を
規
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
具
体
的
な
検
定
内
容
を
示
す
場
合
、「
小
学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
」

あ
る
い
は
「
小
学
校
教
則
綱
領
」
と
比
較
し
て
、
よ
り
学
力
程
度
を
低
く
設
定
す
る

事
例
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
、福
島
県
は
「
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県

令
甲
第
三
十
四
号
、
明
治
十
九
年
十
月
十
二
日
）」
第
六
条
に
お
い
て
「
本
邦
地
理

…
ノ
概
要
」、
北
海
道
は
「
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
授
業
生
免
許
規
則
（
庁
令
第



－ 4－

二
十
六
号
、
明
治
二
十
年
四
月
七
日
）」
第
四
条
に
お
い
て
「
本
邦
地
理
…
ノ
大
意
」

と
規
定
し
た
。
こ
れ
ら
事
例
に
お
い
て
は
、「
小
学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
」
と
比
較

す
る
な
ら
ば
「
地
方
地
理
」「
外
国
地
理
」
を
欠
き
、「
小
学
校
教
則
綱
領
」
と
比
較

す
る
な
ら
ば
「
地
方
地
理
」「
外
国
地
理
」「
地
文
学
」
を
欠
き
、
そ
の
学
力
程
度
は

「
日
本
地
理
」
に
止
め
ら
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
具
体
的
な
検
定
内
容
を
示
す
場
合
、「
小
学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
」

あ
る
い
は
「
小
学
校
教
則
綱
領
」
に
準
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
事
例
も
見
受
け
ら
れ
る

が
、
こ
れ
ら
に
及
ば
な
い
例
も
多
く
、
地
理
科
の
学
力
程
度
は
よ
り
低
度
に
設
定
さ

れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

一・三　
事
前
に
参
考
図
書
を
指
定
す
る
事
例

　

事
前
に
参
考
図
書
を
指
定
し
、
地
理
科
の
学
力
程
度
と
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
そ

う
し
た
事
例
は
二
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
例
と
し
て
、
山
口
県
は
「
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県

令
第
五
十
二
号
、
明
治
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日
）」
第
七
条
に
お
い
て
、
次
の
よ

う
に
規
定
し
た
。

　
　
　

地
理　
　

地
理
小
学
若
林
虎
三
郎
編

　
　
　
　
　
　
　

万
国
地
理
緊
要
鈴
木
貞
二
郎
編

　
　
　
　
　
　
　

地
文
学
初
歩
片
山
平
三
郎
訳

　

こ
こ
で
は
、『
地
理
小
学
』『
万
国
地
理
緊
要
』『
地
文
学
初
歩
』
の
三
種
類
の
参

考
図
書
を
も
っ
て
地
理
科
の
学
力
程
度
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
『
地
理
小
学
』
は
、

明
治
十
六
年
、
白
井
毅
と
並
ぶ
『
改
正
教
授
術
』
の
著
者
で
あ
る
若
林
虎
三
郎
が
著

わ
し
た
代
表
的
な
地
理
科
教
科
書
で
あ
っ
た
。
し
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
当
然
の
如

く
開
発
主
義
教
授
理
論
が
貫
か
れ
た
（
５
）。
そ
の
内
容
構
成
は
、
後
の
地
理
科
教
科

書
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
（
６
）。
一
方
、『
万
国
地
理
緊
要
』
は
、
明
治
十
五
年
、
鈴

木
貞
次
郎
が
抄
訳
し
た
地
理
科
教
科
書
で
あ
っ
た
。
ま
た
『
地
文
学
初
歩
』
は
、
明

治
十
年
、
片
山
平
三
郎
に
よ
る
翻
訳
書
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、「
小
学
校
教
則
綱
領
」

に
よ
り
、
地
理
科
の
内
容
に
「
地
文
学
」
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
地
理
科
教

科
書
と
し
て
使
用
さ
れ
た
（
７
）。
そ
の
際
、
地
文
学
教
科
書
は
地
理
科
の
初
歩
教
材

で
は
な
く
、
む
し
ろ
地
理
を
学
ん
だ
後
に
、
地
学
総
論
を
教
授
す
る
た
め
に
用
い
ら

れ
た
（
８
）。

　

ま
た
、
福
岡
県
は
「
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
第

九
十
二
号
、
明
治
二
十
年
六
月
七
日
）」
第
六
条
に
お
い
て
、『
新
選
中
地
理
書
』
を

指
定
し
た
。『
同
書
』
は
、「
小
学
校
教
則
綱
領
」
制
定
に
先
立
つ
明
治
十
二
年
、
山

田
行
元
に
よ
り
著
わ
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
構
成
は
、「
同
綱
領
」
以
降
の
教
科
書
の

先
駆
け
と
な
っ
た
（
９
）。
こ
れ
ら
事
例
に
お
い
て
、『
地
文
学
初
歩
』
は
学
制
期
に
編

ま
れ
た
翻
訳
教
科
書
で
や
や
例
外
で
は
あ
る
が
、『
地
理
小
学
』『
万
国
地
理
緊
要
』

あ
る
い
は
『
新
選
中
地
理
書
』
は
、
何
れ
も
従
前
に
頻
用
さ
れ
た
地
理
科
教
科
書
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
各
書
が
当
該
期
に
至
っ
て
も
、
検
定
試
験
に
お
け
る

参
考
図
書
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
『
地
理
小
学
』
の
よ
う
に
開
発
主
義
教

授
理
論
の
隆
盛
を
象
徴
す
る
教
科
書
も
、
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
読
書
科
に
お
い
て
も
、
参
考
図
書
と
し
て
地
理
科
教
科
書
が
指
定
さ

れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
同
科
は
、第
一
次
教
育
令
期
に
創
設
さ
れ
、修
身
科
、地
理
科
、

歴
史
科
、
理
科
等
の
内
容
を
取
り
扱
う
総
合
科
目
的
性
格
を
持
た
さ
れ
た
。
そ
う
し

た
読
書
科
の
う
ち
に
は
、
例
え
ば
「
広
島
県
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免

許
規
則
（
県
令
甲
第
六
十
一
号
、
明
治
十
九
年
十
一
月
九
日
）」
第
九
条
の
よ
う
に
、

次
の
よ
う
な
地
理
科
教
科
書
が
掲
げ
ら
れ
た
。

　
　
　

一　

読　

書

　
　
　
　
　

…

　
　
　
　
　

広
島
県
管
内
地
理　
　
　
　

浅
井
馨
纂
輯

　
　
　
　
　

改正
日
本
地
誌
要
略　
　
　
　

大
槻
修
二
編

　

こ
こ
で
は
、『
広
島
県
管
内
地
理
』
と
い
う
地
誌
教
科
書
に
加
え
、
明
治
初
年
か

ら
明
治
十
年
代
初
期
に
流
布
し
た
、
明
治
八
年
、
大
槻
修
二
に
よ
る
『
改正
日
本
地
誌

要
略
』
が
認
め
ら
れ
る
（
10
）。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
参
考
図
書
を
列
記
す
る
事
例

は
例
外
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
外
は
、「
小
学
校
教
則
綱
領
」
に
お
け
る
開
発
主
義
教

授
理
論
の
影
響
の
も
と
編
ま
れ
た
従
前
の
地
理
科
教
科
書
が
挙
げ
ら
れ
た
。
一
例
と

し
て
、
秋
田
県
は
「
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
」
第
六
条
に
お

い
て
、
先
の
『
新
選
中
地
理
書
』
と
、
こ
れ
に
同
県
の
地
誌
教
科
書
で
あ
る
『
秋
田
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県
地
誌
略
』
を
加
え
た
。
ま
た
、
佐
賀
県
は
「
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生

免
許
規
則
（
県
令
甲
第
十
七
号
、明
治
二
十
年
三
月
二
十
三
日
）」
第
三
条
に
お
い
て
、

明
治
十
二
年
、『
新
選
中
地
理
書
』
の
著
者
で
あ
る
山
田
行
元
に
よ
る
『
新
選
地
理

小
誌
』
を
指
定
し
た
。『
同
書
』
も
、『
新
選
中
地
理
書
』
と
同
様
、「
小
学
校
教
則

綱
領
」
以
降
の
地
理
科
教
科
書
に
見
ら
れ
る
内
容
構
成
の
先
駆
け
と
な
っ
た
（
11
）。

読
書
科
に
お
い
て
は
、
地
理
科
と
比
較
し
て
、
地
誌
教
科
書
を
掲
げ
る
傾
向
が
認
め

ら
れ
は
す
る
。
し
か
し
、
何
れ
に
お
い
て
も
、
や
は
り
従
前
に
普
及
し
た
地
理
科
教

科
書
が
列
記
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
事
前
に
参
考
図
書
を
指
定
す
る
場
合
、
い
く
つ
か
の
例
外
を
含
み
、

ま
た
読
書
科
に
お
い
て
は
地
誌
教
科
書
が
見
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
従
前
に
頻
用
さ

れ
た
地
理
科
教
科
書
が
中
心
に
指
定
さ
れ
た
。
当
該
期
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
は
依

然
と
し
て
「
小
学
校
教
則
綱
領
」
に
よ
る
開
発
主
義
教
授
理
論
の
色
濃
い
影
響
が
認

め
ら
れ
る
。

二　
府
県
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
歴
史
科
の
学
力
程
度

二・一　
高
等
小
学
校
卒
業
程
度
に
準
拠
す
る
と
定
め
る
事
例

　

府
県
に
よ
っ
て
は
、
地
理
科
と
同
じ
く
、
歴
史
科
を
含
め
た
総
て
の
科
目
の
学
力

程
度
を
高
等
小
学
校
卒
業
程
度
と
定
め
た
。
そ
う
し
た
事
例
は
十
を
数
え
た
。

　

一
例
と
し
て
、
愛
知
県
は
「
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県

令
第
三
十
一
号
、
明
治
二
十
年
三
月
十
四
日
）」
第
七
条
に
お
い
て
、「
小
学
校
授
業

生
学
力
検
定
試
験
ノ
学
科
及
其
図
書
ハ
、
総
テ
本
県
高
等
小
学
科
ニ
準
シ
」
と
規
定

し
た
。
こ
こ
で
は
、
学
力
試
験
に
際
し
、
他
の
科
目
と
同
様
、
歴
史
科
の
学
力
程
度

が
高
等
小
学
校
卒
業
程
度
に
設
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
長
野
県
が
「
小
学
校
授
業
生
免

許
規
則
」
に
お
い
て
、
認
定
試
験
の
実
施
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
高
等
小
学
校
卒

業
程
度
の
学
力
を
要
求
し
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。検
定
試
験
に
お
い
て
は
、

方
法
の
如
何
を
問
わ
ず
、
こ
う
し
た
学
力
程
度
を
定
め
る
事
例
が
最
多
を
占
め
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
歴
史
科
は
当
該
期
に
至
り
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
地
理
科
と
併
せ

て
週
四
時
間
の
配
当
が
な
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
実
質
的
に
は
週
二
時
間
程
度
の

割
り
当
て
と
な
っ
た
。
従
前
に
お
い
て
は
週
三
時
間
が
配
当
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
週

当
り
一
時
間
程
度
が
減
せ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
時
間
減
に
よ
り
、
そ
こ
で
の
内
容
も

簡
素
化
さ
れ
た
。「
小
学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
」
第
十
条
を
引
用
す
る
な
ら
ば
、
次

の
通
り
で
あ
る
。

　
　

第
十
条　

歴
史　

歴
史
ハ
、
建
国
ノ
体
制
、
神
武
天
皇
ノ
即
位
、
王
朝
ノ
政
治
、

藤
原
氏
ノ
専
権
、覇
府
ノ
創
立
、徳
川
氏
ノ
治
績
、王
政
維
新
、外
国
、交
通
、

貿
易
、
及
世
態
、
文
物
、
人
情
、
風
俗
ノ
変
遷
等
ニ
関
シ
、
重
要
ナ
ル
事
柄
、

及
忠
良
賢
哲
ノ
事
蹟
、

　

こ
こ
で
は
、
後
に
触
れ
る
「
小
学
校
教
則
綱
領
」
と
比
較
し
、
規
定
自
体
が
簡

略
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、「
凡
、
歴
史
ヲ
授
ク
ル
ニ
ハ
、
務
メ
テ
生
徒
ヲ
シ
テ
、
沿

革
ノ
原
因
、
結
果
ヲ
了
解
セ
シ
メ
、
殊
ニ
尊
王
愛
国
ノ
志
気
ヲ
養
成
セ
ン
コ
ト
ヲ
要

ス
」
と
い
う
一
文
も
削
除
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
天
皇
一
色
で
あ
っ
た
そ
の
内
容

か
ら
は
、「
仁
徳
天
皇
ノ
勤
倹
」「
延
喜
天
暦
ノ
政
績
」
が
消
え
た
。
一
方
で
、
明
治

維
新
以
後
の
「
外
国
、
交
通
、
貿
易
」「
世
態
、
文
物
、
人
情
、
風
俗
ノ
変
遷
」
等

が
取
り
入
れ
ら
れ
た
（
12
）。
修
身
科
と
共
に
従
前
に
お
け
る
儒
教
主
義
の
影
響
の
も

と
、「
尊
王
愛
国
ノ
志
気
ヲ
養
成
」
す
る
歴
史
科
の
目
的
は
、
当
該
期
に
至
り
薄
ま
っ

た
。
そ
れ
は
、
森
有
礼
が
、
歴
史
科
と
地
理
科
と
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
配
当
時
間
を

削
減
す
る
な
か
、
修
身
科
に
お
い
て
儒
教
主
義
を
否
定
し
た
こ
と
と
同
様
、
い
わ
ば

文
明
史
観
に
基
づ
く
合
理
性
を
有
す
る
歴
史
科
へ
の
転
換
を
志
向
し
た
結
果
で
あ
っ

た
（
13
）。
高
等
小
学
校
卒
業
程
度
に
準
拠
す
る
と
定
め
る
場
合
、
こ
う
し
た
森
の
歴

史
科
教
育
観
に
準
じ
、
そ
の
学
力
程
度
が
設
定
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
後
に
触
れ
る
事
前
に
参
考
図
書
を
指
定
す
る
場
合
、
多
く
は
依
然
と
し

て「
尊
王
愛
国
ノ
志
気
」の
養
成
を
目
的
と
す
る
歴
史
科
教
科
書
が
列
記
さ
れ
た
。「
小

学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
」
制
定
直
後
に
は
、
こ
う
し
た
従
前
の
教
科
書
が
ほ
ぼ
そ
の

ま
ま
用
い
ら
れ
た
。
し
て
み
れ
ば
、
高
等
小
学
校
卒
業
程
度
に
準
拠
す
る
と
定
め
る

場
合
も
、
現
実
に
は
森
の
歴
史
科
教
育
観
に
基
づ
く
「
同
程
度
」
に
沿
う
よ
り
も
む

し
ろ
、
儒
教
主
義
に
基
づ
く
「
小
学
校
教
則
綱
領
」
に
準
じ
た
出
題
が
多
数
を
占
め

た
の
で
あ
ろ
う
。
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二・二　
具
体
的
な
検
定
内
容
を
示
す
事
例

　

具
体
的
な
検
定
内
容
を
示
し
、歴
史
科
の
学
力
程
度
を
規
定
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
事
例
は
九
に
上
っ
た
。

　

そ
の
う
ち
、
千
葉
県
は
「
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
」
第
五

条
に
お
い
て
、「
本
邦
歴
史
、
及
万
国
歴
史
ノ
大
略
」
と
規
定
し
た
。
し
か
し
、
歴

史
科
に
お
い
て
、「
万
国
歴
史
」
と
い
っ
た
内
容
が
見
ら
れ
る
の
は
明
治
初
年
ま
で

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
当
該
期
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
検
定
内
容
を
課
す
千
葉

県
は
例
外
と
言
え
よ
う
。

　

既
に
第
二
次
教
育
令
期
に
至
り
、歴
史
科
は
「
日
本
歴
史
」
に
限
定
さ
れ
た
。「
小

学
校
教
則
綱
領
」
第
十
五
条
を
引
用
す
る
な
ら
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

第
十
五
条　

歴
史　

歴
史
ハ
、
中
等
科
ニ
於
テ
之
ヲ
課
シ
、
日
本
歴
史
中
ニ
就

テ
建
国
ノ
体
制
、
神
武
天
皇
ノ
即
位
、
仁
徳
天
皇
ノ
勤
倹
、
延
喜
天
暦
ノ
政

績
、
源
平
ノ
盛
衰
、
南
北
朝
ノ
両
立
、
徳
川
氏
ノ
治
績
、
王
政
復
古
等
、
緊

要
ノ
事
実
、
其
他
古
今
人
物
ノ
賢
否
、
風
俗
ノ
変
更
等
ノ
大
要
ヲ
授
ク
へ
シ
、

凡
、
歴
史
ヲ
授
ク
ル
ニ
ハ
、
務
メ
テ
生
徒
ヲ
シ
テ
、
沿
革
ノ
原
因
、
結
果
ヲ

了
解
セ
シ
メ
、
殊
ニ
尊
王
愛
国
ノ
志
気
ヲ
養
成
セ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
、

　

こ
れ
に
よ
り
、
歴
史
科
に
お
い
て
は
、「
建
国
ノ
体
制
」「
神
武
天
皇
ノ
即
位
」「
仁

徳
天
皇
ノ
勤
倹
」「
延
喜
天
暦
ノ
政
績
」「
源
平
ノ
盛
衰
」「
南
北
朝
ノ
両
立
」「
徳
川

氏
ノ
治
績
」「
王
政
復
古
」
と
い
っ
た
内
容
が
挙
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
を
通
し
、
古

今
の
人
物
を
取
り
上
げ
そ
の
賢
否
を
知
ら
し
め
、
各
時
代
の
風
俗
が
如
何
に
変
化
し

て
き
た
の
か
を
授
け
、
日
本
歴
史
の
沿
革
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
（
14
）。

そ
し
て
、「
仁
徳
天
皇
ノ
勤
倹
」「
延
喜
天
暦
ノ
政
績
」
と
い
っ
た
内
容
に
よ
り
、
天

皇
の
治
績
と
時
代
の
繁
栄
と
を
関
連
付
け
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
た
（
15
）。
そ
の
一
方

で
、「
外
国
歴
史
」
等
の
内
容
は
姿
を
消
し
た
。
こ
う
し
て
歴
史
科
は
、
元
田
永
孚

等
の
宮
中
派
と
伊
藤
博
文
等
の
開
明
派
と
の
教
育
論
争
の
結
果
、
開
明
派
の
宮
中
派

へ
の
妥
協
に
よ
り
、
教
育
政
策
の
儒
教
主
義
的
徳
育
重
視
へ
の
方
向
転
換
が
図
ら
れ

る
に
伴
い
、「
尊
王
愛
国
ノ
志
気
ヲ
養
成
」す
る
科
目
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
。も
っ

と
も
、
そ
う
し
た
性
格
が
当
該
期
に
お
い
て
、
次
第
に
薄
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は

前
述
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
歴
史
科
の
内
容
は
一
貫
し
て
「
日
本
歴
史
」
に
限

定
さ
れ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
検
定
内
容
を
具
体
的
に
示
す
場
合
も
、
そ
れ
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
一
例
と
し
て
、
宮
城
県
は
「
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
第

二
十
五
号
、
明
治
十
九
年
九
月
二
十
二
日
）」
第
一
条
に
お
い
て
「
日
本
歴
史
ノ
概

略
」、秋
田
県
も
「
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
第
十
一
号
、

明
治
二
十
年
二
月
七
日
）」
第
八
条
に
お
い
て
「
本
邦
歴
史
ノ
大
要
」
と
規
定
し
た
。

具
体
的
な
検
定
内
容
を
示
す
場
合
、
千
葉
県
を
除
い
た
総
て
の
事
例
は
、
歴
史
科
の

学
力
程
度
を
「
日
本
歴
史
」
に
止
め
た
。

二・三　
事
前
に
参
考
図
書
を
指
定
す
る
事
例

　

府
県
に
よ
っ
て
は
、
歴
史
科
の
学
力
程
度
を
規
定
す
る
に
あ
た
り
事
前
に
参
考
図

書
を
指
定
し
た
。
そ
う
し
た
事
例
は
二
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
う
ち
、
福
岡
県
は
「
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
」
第
六

条
に
お
い
て
、『
皇
朝
史
略
正
続
編
』
を
挙
げ
た
。『
同
書
』
は
、
青
山
述
于
に
よ
る

江
戸
期
を
代
表
す
る
国
史
書
で
あ
っ
た
（
16
）。
明
治
初
年
に
は
、
元
来
小
学
校
児
童

用
に
編
集
さ
れ
て
い
な
い
書
籍
が
歴
史
科
教
科
書
と
し
て
使
用
さ
れ
た
（
17
）。
こ
れ

も
、
そ
の
ひ
と
つ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
江
戸
時
代
の
国
史

書
は
、
児
童
用
教
科
書
が
普
及
し
始
め
る
と
次
第
に
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
（
18
）。

そ
の
た
め
、
当
該
期
に
お
い
て
も
、『
皇
朝
史
略
正
続
編
』
を
参
考
図
書
と
し
た
福

岡
県
は
例
外
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

一
方
、
山
口
県
は
「
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
」
第
七
条
に

お
い
て
、『
漢文
日
本
略
史
』
を
指
定
し
た
。『
同
書
』
は
明
治
十
四
年
、
藤
田
久
道
に

よ
り
著
わ
さ
れ
、
儒
教
主
義
的
徳
育
が
重
要
視
さ
れ
る
な
か
漢
文
教
育
が
重
ん
ぜ
ら

れ
た
こ
と
を
背
景
に
、
歴
代
の
事
跡
を
中
心
と
し
て
収
録
し
た
漢
文
教
科
書
で
あ
っ

た
（
19
）。
歴
史
科
に
お
い
て
、
事
前
に
参
考
図
書
を
指
定
す
る
事
例
は
こ
の
二
つ
に

止
ま
っ
た
。
し
か
し
、
後
述
す
る
読
書
科
に
お
け
る
参
考
図
書
よ
り
見
る
な
ら
ば
、

多
く
の
場
合
は
山
口
県
と
同
様
、
儒
教
主
義
的
徳
育
重
視
の
方
向
性
の
も
と
編
纂
さ

れ
た
歴
史
科
教
科
書
が
掲
げ
ら
れ
た
。

　

そ
こ
で
、
読
書
科
に
お
け
る
参
考
図
書
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
佐
賀
県
は
「
小
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学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
」
第
三
条
に
お
い
て
、『
小
学
国
史
略
』

を
指
定
し
た
。『
同
書
』
は
、
明
治
十
六
年
、
近
藤
瓶
城
に
よ
る
著
書
で
、
発
行
年

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
「
小
学
校
教
則
綱
領
」
に
準
ず
る
歴
史
科
教
科
書
で
あ
っ
た
。

一
方
、
府
県
に
よ
っ
て
は
、
当
該
期
に
至
り
出
版
さ
れ
た
歴
史
科
教
科
書
を
指
定
し

た
。
広
島
県
、
東
京
府
は
、
明
治
二
十
年
、
石
村
貞
一
が
著
わ
し
た
『
小
学
日
本
歴

史
』
を
挙
げ
た
。『
同
書
』
は
、
発
行
年
か
ら
判
断
し
て
、「
小
学
校
ノ
学
科
及
其
程

度
」
に
準
拠
す
る
歴
史
科
教
科
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
20
）。
も
っ
と
も
、
当

該
期
に
お
け
る
初
期
の
歴
史
科
教
科
書
の
う
ち
に
は
、
既
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
り
、

出
版
が
準
備
さ
れ
、
と
り
あ
え
ず
使
用
さ
れ
る
場
合
も
多
か
っ
た
（
21
）。
そ
の
た
め
、

内
容
構
成
に
お
い
て
、従
前
の
教
科
書
と
大
き
な
違
い
が
認
め
ら
れ
ず
に
い
た
。『
小

学
日
本
歴
史
』
の
よ
う
な
、
や
は
り
当
該
期
の
初
期
段
階
に
お
い
て
出
版
さ
れ
た
歴

史
科
教
科
書
も
、
先
に
挙
げ
た
『
小
学
国
史
略
』
等
と
大
き
く
性
格
が
異
な
っ
て
は

い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
て
み
れ
ば
、
事
前
に
参
考
図
書
を
指
定
す
る
場
合
、
そ
の
う
ち
に
は
明
治
初
年

に
用
い
ら
れ
た
国
史
書
を
掲
げ
る
例
外
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
多
く
は
、
従
前
に
頻

用
さ
れ
た
歴
史
科
教
科
書
が
指
定
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、「
小
学
校
教
則
綱
領
」
に

よ
る
学
力
程
度
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
当
該
期
の
初
期
に
出
版
さ
れ

た
歴
史
科
教
科
書
を
使
用
す
る
例
も
認
め
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
も
従
前
の

教
科
書
と
内
容
構
成
に
お
い
て
大
き
な
相
違
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
事
前
に

参
考
図
書
を
指
定
す
る
場
合
も
、
儒
教
主
義
の
影
響
の
も
と
、「
尊
王
愛
国
ノ
志
気
」

の
養
成
を
目
的
と
す
る
歴
史
科
教
科
書
に
準
じ
た
出
題
が
な
さ
れ
た
と
言
え
る
。

結
論

　

以
上
、
小
論
に
お
い
て
は
、
第
一
次
小
学
校
令
期
、
高
等
小
学
校
に
配
置
さ
れ
た

授
業
生
を
対
象
に
、
検
定
試
験
に
課
せ
ら
れ
た
地
理
科
、
歴
史
科
の
学
力
程
度
を
通

し
、
当
該
期
に
お
け
る
補
助
教
員
に
求
め
ら
れ
た
学
力
面
で
の
資
質
と
、
そ
の
期
待

さ
れ
た
役
割
を
探
っ
て
き
た
。

　

先
ず
、
地
理
科
の
学
力
程
度
の
う
ち
、
高
等
小
学
校
卒
業
程
度
に
準
拠
す
る
と
定

め
る
場
合
、
森
有
礼
の
地
理
科
教
育
観
に
基
づ
き
、
開
発
主
義
教
授
理
論
か
ら
の
脱

却
を
目
指
し
、「
小
学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
」
に
準
じ
た
試
験
が
行
わ
れ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
検
定
内
容
を
示
す
場
合
に
は
、「
小
学
校
ノ
学
科

及
其
程
度
」
あ
る
い
は
「
小
学
校
教
則
綱
領
」
に
準
拠
す
る
事
例
も
認
め
ら
れ
た
も

の
の
、
何
れ
も
下
回
る
学
力
程
度
を
定
め
る
例
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
。
総
じ
て

言
う
な
ら
ば
、
地
理
科
の
学
力
程
度
は
低
度
に
設
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
れ

よ
り
、
高
等
小
学
校
卒
業
程
度
に
準
拠
す
る
と
定
め
る
場
合
も
、
現
実
に
「
小
学
校

ノ
学
科
及
其
程
度
」
に
準
ず
る
出
題
が
そ
れ
程
多
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
事
前
に
参
考
図
書
が
指
定
さ
れ
る
場
合
、
従
前
の
地
理
科
教
科
書
が
中
心

に
列
記
さ
れ
た
。
し
て
み
れ
ば
、
当
該
期
に
お
い
て
も
、「
小
学
校
教
則
綱
領
」
に

見
ら
れ
る
開
発
主
義
教
授
理
論
が
依
然
と
し
て
強
い
影
響
力
を
持
っ
た
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
地
理
科
の
学
力
程
度
よ
り
見
る
な
ら
ば
、
授
業
生
に
は
必
ず

し
も
高
い
学
力
が
求
め
ら
れ
ず
、ま
た
森
の
地
理
科
教
育
観
に
よ
る
よ
り
は
む
し
ろ
、

従
前
か
ら
引
き
続
き
開
発
主
義
教
授
理
論
の
実
践
者
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
た

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
方
、
歴
史
科
の
学
力
程
度
に
お
い
て
は
、「
小
学
校
教
則
綱
領
」
制
定
以
降
、

そ
の
内
容
が
「
日
本
歴
史
」
に
限
定
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、「
同
綱
領
」「
小
学
校
ノ

学
科
及
其
程
度
」
の
何
れ
に
準
ず
る
出
題
に
お
い
て
も
、
そ
の
検
定
内
容
の
名
称
が

異
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
前
者
に
お
い
て
は
、
儒
教
主
義
的
色
彩
が

色
濃
く
見
受
け
ら
れ
た
。
後
者
に
お
い
て
は
、
そ
れ
か
ら
の
脱
却
が
図
ら
れ
た
。
そ

し
て
、
そ
こ
に
は
、
文
明
史
観
に
基
づ
き
合
理
性
を
備
え
た
歴
史
科
を
志
向
す
る
森

の
教
育
観
が
反
映
さ
れ
た
。
同
じ
く
「
日
本
歴
史
」
を
内
容
と
す
る
場
合
も
、
そ
れ

ぞ
れ
に
お
い
て
授
業
生
に
求
め
る
資
質
に
は
相
違
が
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
事
前
に
参
考
図
書
を
指
定
す
る
場
合
、
従
前
の
歴
史
科
教
科
書
と
、

当
該
期
の
初
期
に
出
版
さ
れ
た
教
科
書
が
並
べ
置
か
れ
た
。
従
前
の
教
科
書
が
挙
げ

ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
儒
教
主
義
に
基
づ
く
学
力
程
度
が
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
、

当
該
期
の
初
期
に
著
わ
さ
れ
た
歴
史
科
教
科
書
も
、
こ
れ
ま
で
と
内
容
構
成
に
お
い

て
大
き
な
違
い
が
認
め
ら
れ
ず
に
い
た
。
し
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
、
森
の
歴
史
科
教

育
観
が
反
映
さ
れ
る
余
地
は
な
か
っ
た
。
事
前
に
参
考
図
書
を
指
定
す
る
場
合
、「
小

学
校
教
則
綱
領
」
に
準
じ
た
学
力
程
度
が
設
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
れ
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
具
体
的
な
検
定
内
容
を
示
す
場
合
も
、
多
く
は
「
同

綱
領
」
に
よ
る
学
力
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
高
等
小
学
校
卒
業
程
度

に
準
拠
す
る
と
定
め
る
場
合
、
儒
教
主
義
か
ら
脱
却
し
、
森
の
歴
史
科
教
育
観
に
よ

る
「
小
学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
」
か
ら
の
出
題
が
な
さ
れ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
先
の
ふ
た
つ
の
類
型
か
ら
、
そ
う
し
た
学
力
程
度
が
実
際
に
設
定
さ
れ
た

の
か
は
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
そ
の
た
め
、歴
史
科
の
学
力
程
度
よ
り
見
る
な
ら
ば
、

授
業
生
に
は
従
前
か
ら
引
き
続
き
儒
教
主
義
に
基
づ
く
学
力
が
要
求
さ
れ
、「
尊
王

愛
国
ノ
志
気
」
の
鼓
舞
が
期
待
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
検
定
試
験
に
課
せ
ら
れ
た
地
理
科
、
歴
史
科
の
学
力
程
度
よ
り
、
森

有
礼
の
登
場
は
、
授
業
生
に
求
め
ら
れ
た
学
力
面
で
の
資
質
と
、
そ
の
期
待
さ
れ
た

役
割
に
お
い
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
実
際
の
出
題
に
際

し
て
は
、何
れ
に
お
い
て
も
「
小
学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
」
で
は
な
く
、む
し
ろ
「
小

学
校
教
則
綱
領
」に
準
ず
る
学
力
程
度
が
設
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

授
業
生
は
当
該
期
に
お
い
て
も
、
依
然
と
し
て
開
発
主
義
教
授
理
論
の
実
践
、「
尊

王
愛
国
ノ
志
気
」
の
鼓
舞
と
い
っ
た
役
割
が
期
待
さ
れ
た
と
言
え
る
。

　

註（
１
） 　

先
行
研
究
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
地
方
補
助
教
員
資
格
制
度
史

研
究―

第
一
次
小
学
校
令
期
、
授
業
生
に
課
せ
ら
れ
た
修
身
（
倫
理
）
科

の
学
力
程
度―

」（『
美
作
大
学
・
美
作
短
期
大
学
部
紀
要
』
第
五
〇
号
、

二
〇
〇
五
年
）」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
） 　

水
原
克
敏
、『
近
代
日
本
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
政
策
史
研
究
』、
風
間
書
房
、
平

成
九
年
、
二
八
八
ペ
ー
ジ
。

（
３
） 　

国
立
教
育
研
究
所
編
、『
日
本
近
代
教
育
百
年
史
』第
三
巻（
学
校
教
育
１
）、

一
九
七
四
年
、
一
〇
二
〇
ペ
ー
ジ
〜
一
〇
二
一
ペ
ー
ジ
。

（
４
） 　

前
出
『
近
代
日
本
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
政
策
史
研
究
』、
二
九
八
ペ
ー
ジ
。

（
５
） 　

海
後
宗
臣
編
、『
日
本
教
科
書
体
系　

近
代
編
』
第
十
七
巻
、
講
談
社
、

昭
和
四
十
一
年
、
六
〇
四
ペ
ー
ジ
。

（
６
）　

同
前
。

（
７
）　

同
前
、
五
〇
七
ペ
ー
ジ
、
五
九
〇
ペ
ー
ジ
。

（
８
）　

同
前
、
五
九
〇
ペ
ー
ジ
。

（
９
）　

同
前
、
六
〇
一
ペ
ー
ジ
〜
六
〇
二
ペ
ー
ジ
。

（
10
）　

同
前
、
五
九
二
ペ
ー
ジ
。

（
11
）　

同
前
、
六
〇
一
ペ
ー
ジ
〜
六
〇
二
ペ
ー
ジ
。

（
12
）　

前
出
『
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
政
策
史
研
究
』、
二
八
六
ペ
ー
ジ
、
国
立
教
育
研

究
所
編
、『
日
本
近
代
教
育
百
年
史
』
第
四
巻
（
学
校
教
育
２
）、一
九
七
四
年
、

一
七
五
ペ
ー
ジ
。

（
13
）　

前
出
『
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
政
策
史
研
究
』、
二
五
一
ペ
ー
ジ
、
二
七
五
ペ
ー

ジ
、
二
八
七
ペ
ー
ジ
〜
二
八
八
ペ
ー
ジ
、
前
出
『
日
本
近
代
教
育
百
年
史
』

第
四
巻
（
学
校
教
育
２
）、
一
七
五
ペ
ー
ジ
。

（
14
）　

海
後
宗
臣
編
、『
日
本
教
科
書
体
系　

近
代
編
』
第
二
十
巻
、
講
談
社
、

昭
和
三
十
七
年
、
五
五
一
ペ
ー
ジ
。

（
15
）　

同
前
。

（
16
）　

同
前
、
五
三
七
ペ
ー
ジ
。

（
17
）　

同
前
。

（
18
）　

同
前
。

（
19
）　

同
前
、
四
九
五
ペ
ー
ジ
。

（
20
）　

同
前
、
四
九
九
ペ
ー
ジ
。

（
21
）　

同
前
、
五
六
〇
ペ
ー
ジ
。
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表　

小
学
校
授
業
生
検
定
試
験
に
お
け
る
地
理
科
、
歴
史
科
の
学
力
程
度

令
規
名
／
発
令
年
月
日

条
文

出
典

青
森
県
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規

則
（
県
令
第
六
十
二
号
）
／
明
治
十
九
年
七
月
十
二

日

第 

四
条　

小
学
校
授
業
生
ノ
学
力
検
定
試
験
ハ
学
校
長
若
ク
ハ
首
座
ノ
教

員
之
ヲ
施
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　

 

但
学
科
及
其
程
度
ハ
該
学
校
長
又
ハ
首
座
教
員
ノ
定
ム
ル
ト
コ
ロ
ニ

依
ル

青
森
県
教
育
史
編
集
委
員
会
、『
青
森
県
教
育
史
』
第
三

巻
資
料
編
Ⅰ
、
青
森
県
教
育
委
員
会
、
昭
和
四
十
五
年
、

四
八
四
ペ
ー
ジ

長
崎
県
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
第
五
号
）

／
明
治
十
九
年
七
月
三
十
一
日

第 

四
条　

小
学
校
授
業
生
学
力
試
験
ハ
概
子
高
等
小
学
校
ノ
学
科
及
程
度

ニ
拠
リ
テ
之
ヲ
施
行
ス
ヘ
シ

『
長
崎
県
達
類
纂
』
乾
、
以
文
会
社
、
明
治
二
十
一
年
、

一
〇
六
一
ペ
ー
ジ
〜
一
〇
六
二
ペ
ー
ジ
、
学
習
院
大
学

法
経
図
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵

岐
阜
県
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規

則
（
県
令
第
二
十
号
）
／
明
治
十
九
年
八
月
二
十
三

日

第 

二
条　

…
小
学
校
授
業
生
タ
ル
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
左
ノ
資
格
ヲ
有
ス
ル

モ
ノ
ニ
限
ル
ヘ
シ

　

一
…
小
学
校
授
業
生
ハ
高
等
小
学
科
卒
業
以
上
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ

梶
原
猪
之
松
、『
岐
阜
県
令
達
全
書
』、
明
治
三
十
年
、

四
六
一
ペ
ー
ジ
、
学
習
院
大
学
法
経
図
書
セ
ン
タ
ー
所

蔵

宮
城
県
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
第
二
十
五

号
）
／
明
治
十
九
年
九
月
二
十
二
日

第 

一
条　

小
学
校
授
業
生
免
許
状
ハ
…
左
ノ
学
科
試
験
ノ
上
及
第
ノ
者
ニ

授
与
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　

…

　

地
理　

総
論
日
本
地
理

　

…

　

歴
史　

日
本
歴
史
ノ
概
略

永
根
秀
三
郎
、『
教
育
法
令
類
纂
』、
明
治
二
十
年
、

一
四
九
ペ
ー
ジ
、
学
習
院
大
学
法
経
図
書
セ
ン
タ
ー
所

蔵

千
葉
県
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許

規
則
（
県
令
第
二
十
二
号
）
／
明
治
十
九
年
九
月

二
十
二
日

第 
五
条　

小
学
校
授
業
生
ノ
学
力
験
定
試
験
ハ
左
表
ノ
学
科
及
其
程
度
ニ

拠
リ
テ
施
行
ス

　

…

　

地
理　
　

本
邦
地
理
及
外
国
地
理
ノ
大
略

　

歴
史　
　

本
邦
歴
史
及
万
国
歴
史
ノ
大
略

佐
藤
宗
一
郎
、『
小
学
諸
規
則
』
完
、
明
治
二
十
一
年
、

二
十
四
ペ
ー
ジ
〜
二
十
五
ペ
ー
ジ
、
学
習
院
大
学
法
経

図
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵

宮
崎
県
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
甲
第
十
八

号
）
／
明
治
十
九
年
十
月
八
日

第 

二
条　

小
学
校
授
業
生
学
力
験
定
試
験
ハ
小
学
校
授
業
生
講
習
所
ノ
学

科
及
其
程
度
ニ
拠
リ
之
ヲ
施
行
ス
へ
シ

川
崎
良
哉
、『
現
行
学
事
例
則
』
全
、
明
治
二
十
五
年
、

二
三
八
ペ
ー
ジ
、
学
習
院
大
学
法
経
図
書
セ
ン
タ
ー
所

蔵

福
島
県
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
甲
第

三
十
四
号
）
／
明
治
十
九
年
十
月
十
二
日

第
六
条　

学
力
検
定
ハ
別
表
定
ム
ル
処
ノ
学
科
ニ
ヨ
リ
テ
試
験
シ

　

…

　

地
理
歴
史　
　

本
邦
地
理
歴
史
ノ
概
要

田
中
寛
、『
教
育
規
則
全
書
』
全
、
福
島
新
聞
社
、
明
治

二
十
年
、
一
二
九
ペ
ー
ジ
、
一
三
一
ペ
ー
ジ
、
学
習
院

大
学
法
経
図
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵

岩
手
県
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
第
十
六
号
）

／
明
治
十
九
年
十
一
月
九
日

第 

一
条　

小
学
校
授
業
生
ハ
、
左
ノ
資
格
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
免
許
状

ヲ
授
与
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　

…

　

…

　

一
、
学
力

　
　

…

　
　

 

高
等
小
学
校
授
業
生
ハ
、
尋
常
師
範
学
校
第
一
学
年
若
ク
ハ
尋
常
中

学
校
第
一
学
年
修
業
以
上
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ル
者

『
岩
手
県
教
育
史
資
料
』
第
二
十
一
集
、昭
和
四
十
一
年
、

三
七
五
ペ
ー
ジ
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令
規
名
／
発
令
年
月
日

条
文

出
典

広
島
県
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規

則
（
県
令
甲
第
六
十
一
号
）
／
明
治
十
九
年
十
一
月

九
日

第
九
条　

検
定
ス
ヘ
キ
学
科
ヲ
定
ム
ル
左
ノ
如
シ

　
　

但
検
定
ノ
際
兼
テ
該
科
ノ
実
地
授
業
法
ヲ
モ
試
験
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　

…

　

一　

読　

書

　
　
　

…

　
　
　

広
島
県
管
内
地
理　
　
　
　

浅
井
馨
纂
輯

　
　
　

改
日
本
地
誌
要
略　
　
　
　

大
槻
修
二
編

　
　
　

正　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

之
類

　
　
　

小
学
日
本
歴
史　
　
　
　
　

石
村
貞
一
編
次

下
江
忠
次
郎
ほ
か
、『
現
行
広
島
県
法
規
類
纂
』
中
編
、

明
治
二
十
三
年
、
九
十
七
ペ
ー
ジ
〜
九
十
九
ペ
ー
ジ
、

学
習
院
大
学
法
経
図
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵

長
野
県
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
甲
第

三
十
三
号
）
／
明
治
十
九
年
十
一
月
二
十
日

第 

一
条　

小
学
校
授
業
生
タ
ル
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
…
小
学
高
等
科
卒
業
以

上
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

信
濃
教
育
会
、『
信
濃
教
育
会
雑
誌
』
第
二
号
付
録
、
信

濃
教
育
会
事
務
所
、
明
治
十
九
年
十
一
月
二
十
五
日
刊
、

二
十
四
ペ
ー
ジ
、
東
京
大
学
法
学
部
付
属
近
代
日
本
法

政
史
料
セ
ン
タ
ー
（
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
）
所
蔵

茨
城
県
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規

則
（
県
令
甲
第
三
十
九
号
）
／
明
治
十
九
年
十
一
月

二
十
九
日

第
二
条　

学
力
検
定
ハ
左
ノ
科
目
程
度
ニ
依
リ
試
検
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　

…
小
学
校
授
業
生
試
験
科
目
程
度

　
　

…

　
　

一
地
理　

本
県
及
本
邦
地
理
ノ
大
略

　
　

一
歴
史　

本
邦
歴
史
ノ
大
略

大
久
保
英
助
、『
現
行
茨
城
県
官
令
類
纂
』
下
編
、
明
治

二
十
三
年
、
三
七
〇
ペ
ー
ジ
〜
三
七
一
ペ
ー
ジ
、
学
習

院
大
学
法
経
図
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵

大
阪
府
小
学
簡
易
科
教
員
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則

（
府
令
第
二
十
五
号
）
／
明
治
十
九
年
十
二
月
十
九
日

第 

八
条　

試
験
ハ
一
学
科
ノ
定
点
ヲ
一
百
ト
シ
毎
科
ノ
得
点
五
十
以
上
ニ

シ
テ
各
科
ノ
平
均
点
数
六
十
以
上
得
タ
ル
モ
ノ
ヲ
及
第
ト
ス
其
学
科
程

度
左
ノ
如
シ

　

…

　

一　
 
高
等
小
学
校
授
業
生
ノ
試
験
ハ
高
等
小
学
校
ノ
学
科
程
度
「
当
分

唱
歌
体
操
裁
縫
ノ
三
科
ヲ
除
ク
」
ニ
依
リ
算
術
科
ニ
珠
算
ヲ
加
フ

ル
コ
ト
前
項
ノ
如
ク
且
ツ
各
学
科
ノ
授
業
法
ヲ
試
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　

但
各
学
科
ノ
授
業
法
ハ
之
ヲ
一
科
ト
ス

古
屋
宗
作
、『
類
聚
大
阪
府
布
達
全
書
』
第
三
編
下
、
明

治
二
十
年
、
五
〇
八
ペ
ー
ジ
〜
五
〇
九
ペ
ー
ジ
、
学
習

院
大
学
法
経
図
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵

山
口
県
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許

規
則
（
県
令
第
五
十
二
号
）
／
明
治
十
九
年
十
二
月

二
十
八
日

第 

七
条　

高
等
小
学
校
授
業
生
学
力
検
定
試
験
ハ
左
ノ
学
科
及
用
書
ニ
拠

リ
テ
之
ヲ
施
行
ス

　

…

　

地
理　
　

地
理
小
学
若
林
虎
三
郎
編

　
　
　
　
　

万
国
地
理
緊
要
鈴
木
貞
二
郎
編

　
　
　
　
　

地
文
学
初
歩
片
山
平
三
郎
訳

　

歴
史　
　

漢
日
本
略
史
編
者
前
ニ
出
ツ

　
　
　
　
　

文

馬
場
寿
槌
、『
山
口
県
達
類
纂
』
下
編
、
明
治
二
十
四
年
、

一
六
一
ペ
ー
ジ
〜
一
六
三
ペ
ー
ジ
、
学
習
院
大
学
法
経

図
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵

徳
島
県
小
学
校
教
員
免
許
細
則
小
学
簡
易
科
教
員
及

授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
第
二
号
）
／
明
治
二
十
年

一
月
十
四
日

第 

十
一
条　

県
内
授
業
生
学
力
検
定
試
験
ノ
科
目
及
程
度
ハ
小
学
校
教
員

学
力
検
定
試
験
ノ
学
科
及
程
度
ニ
拠
リ
採
点
法
ニ
於
テ
斟
酌
ヲ
加
フ

第 

十
二
条　

郡
内
授
業
生
学
力
検
定
試
験
ノ
学
科
及
程
度
ハ
第
十
条
ノ
学

科
及
程
度（
小
学
簡
易
科
教
員
学
力
検
定
試
験
の
科
目
程
度
…
引
用
者
）

ニ
拠
リ
採
点
法
ニ
於
テ
斟
酌
ヲ
加
フ

　
　

 

但
算
術
ハ
本
県
高
等
小
学
科
算
術
ノ
程
度
ニ
拠
リ
又
教
育
科
ノ
管
理

法
ハ
一
般
小
学
ノ
管
理
法
大
意
ト
ス

和
田
穂
太
郎
、『
現
行
学
令
全
報
』、
文
寿
堂
、
明
治

二
十
年
、
二
六
六
ペ
ー
ジ
〜
二
六
七
ペ
ー
ジ
、
学
習
院

大
学
法
経
図
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵

山
梨
県
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
第
十
三
号
）

／
明
治
二
十
年
一
月
十
七
日

第
三
条　

学
力
検
定
試
験
ハ
別
表
定
ム
ル
所
ノ
学
科
ニ
依
リ
之
ヲ
施
行
ス

　

…

　

地
理　
　

内
外
地
理
ノ
大
要

　

歴
史　
　

本
邦
歴
史
ノ
大
要

内
藤
伝
右
衛
門
、『
現
行
山
梨
県
令
達
類
典
』、
明
治

二
十
三
年
、
六
十
ペ
ー
ジ
、
六
十
三
ペ
ー
ジ
、
学
習
院

大
学
法
経
図
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵
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三
重
県
小
学
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
第
十
号
）
／

明
治
二
十
年
一
月
二
十
日

第
十
条　

学
力
検
定
試
験
ノ
科
目
及
其
細
則
ハ
本
県
小
学
簡
易
科
教
員
免

　
（
許
）

　

詳
規
則
ニ
準
シ
郡
長
ニ
於
テ
之
ヲ
定
ム
ヘ
シ

松
田
鉀
三
郎
、『
教
育
規
則
類
纂
』
第
二
巻
、
有
文
堂
、

明
治
二
十
年
、
一
四
三
ペ
ー
ジ
、
学
習
院
大
学
法
経
図

書
セ
ン
タ
ー
所
蔵

滋
賀
県
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
第
三
十
五

号
）
／
明
治
二
十
年
一
月
二
十
日

第
二
条　

学
力
検
定
ハ
左
ノ
学
科
程
度
ニ
依
ル

　

一
高
等
小
学
校
授
業
生　
　
　
　
　

高
等
小
学
科
学
科
程
度
及
其
用
書

田
中
知
邦
、『
現
行
滋
賀
県
布
令
類
纂
』
第
五
編
、
明
治

二
十
四
年
、
三
八
九
ペ
ー
ジ
、
学
習
院
大
学
法
経
図
書

セ
ン
タ
ー
所
蔵

秋
田
県
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規

則
（
県
令
第
十
一
号
）
／
明
治
二
十
年
二
月
七
日

第 

八
条　

小
学
校
授
業
生
ノ
学
力
験
定
試
験
科
目
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
左
ノ
如

シ

　
　
　

第
一
項　

高
等
小
学
科

　
　

…

　
　

 

地
理 

歴
史　

地
理
ハ
本
県
地
理
本
邦
地
理
及
外
国
地
理
ノ
概
略
地
文

ノ
大
要　

　
　
　
　

歴
史
ハ
本
邦
歴
史
ノ
大
要

秋
田
県
教
育
委
員
会
、『
秋
田
県
教
育
史
』
第
二
巻
資

料
編
二
、
秋
田
県
教
育
史
頒
布
会
、
昭
和
五
十
七
年
、

八
六
六
ペ
ー
ジ

群
馬
県
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規

則
（
県
令
第
二
十
号
）
／
明
治
二
十
年
二
月
十
日

第 

五
条　

…
小
学
校
授
業
生
学
力
験
定
試
験
ノ
科
目
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
左
ノ

如
シ

　

…

　

読
書

　
　

…

　
　

上
野
国
地
誌
略　
　
　

小
学
督
業
編

辻
鉀
三
郎
、『
教
育
法
令
』
全
、
東
京
教
育
社
、
明
治

二
十
二
年
、
二
七
九
ペ
ー
ジ
〜
二
八
〇
ペ
ー
ジ
、
学
習

院
大
学
法
経
図
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵

青
森
県
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規

則
（
県
令
第
二
十
号
）
／
明
治
二
十
年
二
月
十
七
日

第
四
条　

…
小
学
校
授
業
生
学
力
検
定
試
験
ノ
学
科
及
其
程
度
左
之
如
シ

　
　

…

　
　

一　

地
理
歴
史

　
　

…

　
　
　

以
上
…
ハ
高
等
小
学
校
程
度
ニ
…
拠
ル

前
出
『
青
森
県
教
育
史
』
第
三
巻
資
料
編
Ⅰ
、
五
一
八

ペ
ー
ジ
〜
五
一
九
ペ
ー
ジ

大
分
県
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許

規
則
（
県
令
甲
第
二
十
二
号
）
／
明
治
二
十
年
二
月

十
九
日

第
六
条　

…
小
学
校
授
業
生
学
力
験
定
試
験
ノ
方
法
左
ノ
如
シ

　

…

　
　
　

小
学
校
授
業
生

　

…

　

 

高
等
小
学
校
授
業
生
ノ
試
験
ハ
高
等
小
学
科
ノ
学
科
及
其
程
度
ニ
拠
リ

併
テ
其
教
授
術
ヲ
試
ム

　
　

但
男
子
ハ
裁
縫
ヲ
除
キ
女
子
ハ
体
操
ヲ
除
ク

大
分
県
教
育
庁
総
務
課
大
分
県
教
育
百
年
史
編
集
事
務

局
、『
大
分
県
教
育
百
年
史
』
第
三
巻
資
料
編
（
一
）、

大
分
県
教
育
委
員
会
、
昭
和
五
十
一
年
、
五
二
二
ペ
ー

ジ

愛
知
県
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規

則
（
県
令
第
三
十
一
号
）
／
明
治
二
十
年
三
月
十
四

日

第 

七
条　

…
小
学
校
授
業
生
学
力
検
定
試
験
ノ
学
科
及
其
図
書
ハ
総
テ
本

県
高
等
小
学
科
ニ
準
シ
更
ニ
実
地
授
業
法
及
学
校
管
理
法
ノ
大
要
ヲ
試

ム

愛
知
県
教
育
委
員
会
、『
愛
知
県
教
育
史
』
資
料
編
近

代
二
、
愛
知
県
教
育
委
員
会
、
平
成
元
年
、
三
八
九
ペ
ー

ジ

佐
賀
県
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許

規
則
（
県
令
甲
第
十
七
号
）
／
明
治
二
十
年
三
月

二
十
三
日

第
三
条　

…
小
学
校
授
業
生
学
力
検
定
試
験
ノ
科
目
ハ
左
ノ
如
シ

　
　

読
書

　
　
　

…

　
　
　

小
学
国
史
略　
　
　

近
藤
瓶
城
編

　
　
　

…　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
行
）

　
　
　

新
選
地
理
小
誌　
　

山
田
利
元
著
述

佐
賀
県
教
育
史
編
さ
ん
委
員
会
、『
佐
賀
県
教
育
史
』
第

二
巻
資
料
編
（
二
）、
佐
賀
県
教
育
委
員
会
、
平
成
二
年
、

二
九
一
ペ
ー
ジ

北
海
道
庁
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
授
業
生
免
許
規

則
（
庁
令
第
二
十
六
号
）
／
明
治
二
十
年
四
月
七
日

第 

四
条　

…
小
学
授
業
生
学
力
検
定
試
験
ハ
左
ノ
学
科
程
度
ニ
拠
リ
テ
之

ヲ
施
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　

…

　

地
理
歴
史　
　
　
　

本
邦
地
理
歴
史
ノ
大
意

北
海
道
庁
記
録
課
、『
北
海
道
庁
布
達
達
全
書
』
上
、
明

治
二
十
年
、
七
十
八
ペ
ー
ジ
〜
七
十
九
ペ
ー
ジ
、
学
習

院
大
学
法
経
図
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵
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／
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福
岡
県
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規

則
（
県
令
第
九
十
二
号
）
／
明
治
二
十
年
六
月
七
日

第
六
条　

…
小
学
校
授
業
生
学
力
検
定
試
験
ノ
科
目
ハ
左
ノ
如
シ

　

…

　

地
理

　
　
　

新
選
中
地
理
書　
　
　

山
田
行
元
編
述

　

歴
史

　
　
　

皇
朝
史
略
正
続
編　
　

青
山
述
于
著

福
岡
県
教
育
百
年
史
編
さ
ん
委
員
会
、『
福
岡
県
教
育

百
年
史
』
第
二
巻
資
料
編
明
治
（
Ⅱ
）、
福
岡
県
教
育
委

員
会
、
昭
和
五
十
三
年
、
一
〇
四
ペ
ー
ジ
〜
一
〇
五
ペ
ー

ジ

東
京
府
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規

則
（
府
令
第
四
十
五
号
）
／
明
治
二
十
年
八
月
八
日

第 

六
条　

…
小
学
校
授
業
生
学
力
験
定
試
験
ノ
科
目
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
左
ノ

如
シ

　
　

…

　

読
書

　
　

…

　
　

新
中
地
理
書　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
行
元
編
述

　
　

選

　
　

小
学
日
本
歴
史　
　
　
　
　
　
　

石
村
貞
一
編
次

『
第
四
法
令
類
纂
』
巻
之
三
十
八
、
東
京
都
公
文
書
館
所

蔵

福
島
県
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
甲
第

六
十
三
号
）
／
明
治
二
十
一
年
六
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
度
）

第
三
条　

試
験
ノ
学
科
及
其
程
分
左
ノ
如
シ

　

…

　

地　

理　

本
邦
地
理
歴
史
ノ
概
要

　

歴　

史

本
間
常
吉
、『
現
行
学
令
全
書
』、
明
治
二
十
一
年
、

一
二
五
ペ
ー
ジ
〜
一
二
六
ペ
ー
ジ
、
学
習
院
大
学
法
経

図
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵

愛
知
県
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
第
六
十
号
）

／
明
治
二
十
一
年
七
月
九
日

　
　
　
　
　
　
（
校
）

第 

六
条　

小
学
授
授
業
生
学
力
検
定
試
験
ノ
学
科
及
其
図
書
ハ
総
テ
本
県

高
等
小
学
科
ニ
準
シ
更
ニ
実
地
授
業
法
及
学
校
管
理
法
ノ
大
要
ヲ
試
ム

『
愛
知
県
布
達
全
書
』
後
編
、
明
治
二
十
三
年
、
七
七
六

ペ
ー
ジ
、
学
習
院
大
学
法
経
図
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵

島
根
県
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
第
九
十
号
）

／
明
治
二
十
一
年
九
月
十
七
日

第 
六
条　

試
験
ハ
本
県
高
等
小
学
校
ノ
学
科
程
度
…
ニ
拠
リ
テ
之
ヲ
施
行

ス
ヘ
シ

　
　

但
唱
歌
ハ
当
分
之
ヲ
除
ク

高
橋
義
比
、
渡
部
善
人
次
、『
島
根
県
令
訓
類
聚
』、
明

治
二
十
三
年
、
三
七
八
ペ
ー
ジ
、
学
習
院
大
学
法
経
図

書
セ
ン
タ
ー
所
蔵

秋
田
県
小
学
簡
易
科
教
員
及
小
学
校
授
業
生
免
許
規

則
（
県
令
第
二
号
）
／
明
治
二
十
二
年
一
月
七
日

第 

六
条　

…
小
学
校
授
業
生
学
力
検
定
試
験
科
目
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
左
ノ
如

シ

　
　

但
…
小
学
校
授
業
生
試
験
ニ
ハ
教
育
学
ヲ
除
ク

　

…

　

読
書

　
　

秋
田
県
地
誌
略　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
名
庸
謹
著

　
　

…

　
　

新
選
中
地
理
書　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
行
元
編
述

　
　

国
史
概
略　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蒲
生
氏
章
編

秋
田
県
第
一
部
、『
現
行
秋
田
県
法
規
』、
明
治
二
十
二

年
、
七
三
二
ペ
ー
ジ
、
学
習
院
大
学
法
経
図
書
セ
ン
タ
ー

所
蔵

山
梨
県
小
学
校
授
業
生
免
許
規
則
（
県
令
第
十
号
）

／
明
治
二
十
三
年
二
月
二
十
五
日

第
五
条　

学
力
検
定
試
験
ノ
学
科
程
度
ハ
別
表
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

　

…

　

地
理　
　

内
外
地
理
ノ
大
要

　

歴
史　
　

本
邦
歴
史
ノ
大
要

内
藤
伝
右
衛
門
、『
現
行
改
訂
山
梨
県
令
達
全
書
』
巻
一
、

明
治
二
十
五
年
、
一
一
七
ペ
ー
ジ
、
一
二
〇
ペ
ー
ジ
、

学
習
院
大
学
法
経
図
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵

（
備
考
）
本
出
典
に
お
い
て
学
習
院
大
学
法
経
図
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵
と
あ
る
史
料
は
、総
て
丸
善
『
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
明
治
期
刊
行
図
書
マ
イ
ク
ロ
版
集
成
』
に
よ
る
。

（
２
０
０
５
年
12
月
1
日　

受
理
）
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